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令和７年度青森県医療安全相談業務委託仕様書 

 

１ 件名 

令和７年度青森県医療安全相談業務委託 

 

２ 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする（業務実績が良好と認める場合は、

１年間の契約期間の更新を２回に限り可能とする。）。 

 

３ 履行場所 

受託者の設置するコールセンター施設内。 

コールセンターは、建築基準法、建築基準法施行令等の法令により定められた基準を満

たした、耐震、免震、防災等の対策を施した建築物内に設置すること。また、施設内には、

業務に必要な機器等を備えること。 

 

４ 業務時間 

  月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（午後０時から午後 1 時を

除く。）とする。また、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休

日並びに１月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日までを除く。 

 

５ 基本方針 

 （１）青森県（以下「県」という。）内に所在する病院、診療所、歯科診療所、助産所その

他の医療を提供する施設（以下「医療機関等」という。）と県民及び県内の医療機関等

の患者又はその家族等（以下「相談者」という。）との信頼関係の構築を支援する。 

 （２）相談者と医療機関等との間にあって、中立的な立場から相談業務を行い、問題解決

に向けた助言等を行う。 

 （３）県内の医療機関等及び関係団体・機関と連携・協力して業務を行う。 

 （４）相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがないよう

配慮する。 

 （５）医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在の判断や決定は行わない。 

また、医療機関等との紛争の仲介や調停は行わない。 

 （６）特定の医療機関等の紹介等は行わない。 

 

６ 業務内容 

県が設置する青森県医療安全支援センターとして、以下の業務を行うものとする。 

 （１）相談者からの医療に関する相談（健康相談に関する相談等を含む。）や苦情等に電話

対応する。 

ア 相談内容及び対応について記録を作成する。 

イ 相談業務に必要な情報を収集し、使いやすいように整理するほか、定期的に情報
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を更新する。 

ウ 相談内容に応じ、関係する機関や団体を案内する。 

エ 相談窓口業務については、基本的に別添「相談対応マニュアル」及び「フローチ

ャート」に従って行う。 

（２）医療に関する必要な情報を相談者や医療機関等へ提供する。 

（３）「８ 実績報告」に基づき、委託者に必要な報告等を行う。 

（４）相談受付票や作成資料の保管・管理を行う。 

 

７ 業務実施体制の整備 

（１）従事者の配置 

    受託者は、本業務を遂行するに当たり、統括管理責任者、現場管理責任者及び業務

従事者を業務量の変動に応じて適正に配置し、効率的かつ効果的運営が可能な体制を

整備し、正確で迅速な業務処理を行えるよう努めること。なお、この場合において、

統括管理責任者及び現場管理責任者は兼務できないものとする。 

（２）従事者の教育 

ア 受注者は、業務従事者の相談技術の向上等を図るために必要な研修等（医療安全

支援センター総合支援事業事務局が主催する「医療安全支援センターに関する研修」

等）に従事者を参加させ、又は実施するものとする。なお、研修に係る費用（参加

費、交通費等）は受託者が負担し、事業の実施に支障を来たさないよう適切な措置

を講ずるものとする。 

イ 受託者は、業務等を遂行する上での傾聴スキル及び接遇スキル等、本業務の遂行

に必要な知識及び能力を習得させるため、研修計画及び研修資料を作成の上、受注

者の責任において教育を実施すること。 

ウ 委託者が提供する資料等に基づき法令等の遵守、職務専念、信用失墜行為の禁止、

特定個人情報の保護等について、受託者の責任において必要な教育を実施すること。 

エ 受託者は、業務を行うに当たり、国からの通知、発注者が提供するマニュアル類

等の内容を、事前に、十分に理解すること。 

オ 受託者は、業務従事者によって業務にばらつきや支障が生じないように、業務従

事者の連携を密にすること。 

（３）統括管理責任者 

   ア 受託者は、業務の円滑な実施を図り、業務全体を総合的に把握し、調整すること

ができる統括管理責任者を配置すること。 

   イ 統括管理責任者は、受託業務全体の管理、進捗状況の管理、実績の管理・分析、

業務の改善、業務の質・精度の維持・向上、各種調整業務の実施、連絡事項の周知

徹底、現場管理責任者の育成、リスク管理及び委託者への報告等を行うこと。 

   ウ 統括管理責任者は、契約上の疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発

生した場合は、委託者と協議すること。 

（４）現場管理責任者 

  ア 受託者は、受託業務の内容や流れを熟知し、現場を適正に管理できる知識や経験
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を有している現場管理責任者を常駐させること。休暇・昼休憩などにより不在の場

合は、同程度の知識や経験を有する代行者を選任して現場に配置しなければならな

い。なお、代行者は、業務従事者と兼任することも可能とする。 

  イ 現場管理責任者は、委託者との協議の窓口となり、受託契約の適正な履行と確認、

法令の順守、担当業務の従事者管理・業務管理・業務報告、業務改善のための課題

抽出と改善策の提示、統括管理責任者の補佐、業務従事者の指揮・監督、業務従事

者との情報共有、トラブル発生時の迅速な対応、業務従事者の育成・研修計画の立

案等を行うこと。 

    ウ 受託業務遂行上疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発生した場合は、

発注者と協議すること。 

（５）業務従事者 

ア 看護師の資格を有し、かつ、病院での看護師としての臨床経験を３年以上有する

者であること。さらに、相談内容に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助

産師、歯科衛生士、管理栄養士、ケアマネージャー、臨床心理士が対応することも

可とする。 

イ 委託時間中は常時、業務従事者を配置し、業務従事者は６の業務内容に定める業

務を行うこと。 

ウ 受託者は、７の（２）の教育を事前に受け、委託業務の内容を十分に理解し、正

確かつ迅速な対応が可能である者を従事者として配置すること。 

エ 継続性のある相談にも支障をきたすことのないよう配置すること。 

オ 事前に業務従事者の資格を証明するもの及び職歴書を発注者に提出すること。 

カ トラブル発生時には、現場管理責任者への報告・引継ぎを迅速かつ正確に行うこ

と。 

キ 業務従事者に病気等の急な休暇及び事故等がある時は、事業の実施に支障を来た

さないよう適切な措置を講じること。 

 

８ 実績報告 

（１）日次報告 

  ・内  容：相談処理報告書（別紙１）を基本として報告する。ただし、様式、項目 

等は委託者と協議の上定めることとするが、項目は、厚生労働省の医療安 

全支援センター総合支援事業で行われる「医療安全支援センターの運営の 

現状に関する調査」に対応できる項目を満たすものであること。 

 ・提出期限：翌営業日の午後２時まで。ただし、院内感染や法令に違反するおそれがあ 

       る場合等緊急を要すると考えられる場合には、受付後速やかに提出するこ 

       と。 

（２）月次報告 

 ・内  容：前月における相談実績をとりまとめ、報告する。報告様式は、委託者と受 

       託者が協議の上決定する。 

  ・提出期限：翌月の５日まで（ただし、当該日が日曜日、土曜日又は祝日に当たる場合

には翌営業日に報告） 
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（３）年間報告 

  ・内  容：当該年度における相談実績をとりまとめ、報告する。報告様式は、委託者 

        と受託者が協議の上決定する。 

  ・提出期限：令和８年４月３０日まで 

 

（４）臨時の報告 

 委託者から依頼のあったときは、その都度、医療相談窓口の相談実績に関する資料

を作成し提出すること。 

 

９ 業務に関する注意事項 

 （１）業務の履行に当たっては、関係する法令、条例、規則等を遵守すること。 

 （２）委託業務に関して、業務従事者等の責に帰すべき事由により、委託者に損害（第三

者に及ぼした損害を含む。）が生じた場合、受託者はその使用者の責任として、委託者

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき

理由による生じたものは、この限りではない。 

 （３）誠実・公正な相談業務を行うとともに、相談者の人格を尊重するほか、業務上知り

得た秘密を漏らしたり、他の目的に利用してはならない。保有する情報資産が外部に

流出しないよう、個人情報が記録・記載されたものは施錠可能な場所に保管すること

とし、情報管理、入退出管理など、個人情報及び機密情報の取扱いに当たっては、必

要な措置を講じ、事故や不適切な取扱いがないようにすること。 

 （４）業務従事者は、院内感染や法令に違反するおそれがある場合には、速やかに委託者

に情報提供するものとする。 

  （５）相談者の立場に立ち、丁寧な対応を心がけるとともに、相談者の意向を正確に捉え、

できるだけ相談者の希望に沿った対応を心がけるものとする。 

 （６）委託者に直接寄せられた相談等について、委託者の判断で受託者から回答すること

が適当であると認められた場合は、受託者に対応等を引き継ぐものとする。 

 （７）相談窓口に寄せられる全ての相談に対応することは不可能であり、また、誤った回

答をすることにより相談者に不利益を生ずるおそれがあるので、相談者の求めている

ことを迅速かつ正確に把握し、担当部署等を的確に紹介するものとする。 

  （８）業務工程上、公権力の行使に当たる業務については本業務の対象外とするとともに、

本業務と明確に分離・区分する。公権力の行使に当たる業務とは、内閣府、総務省及

び法務省通知により示されている最終的な審査、決定等の判断業務のことをいう。 

  （９）相談受付は相談者の利用しやすさを考慮して、相談を振り分けるための自動音声応

答システムの採用は不可とし、相談は直接相談員が対応すること。 

 （１０）相談者及び医療提供施設との応対は、電話回線を用いて行う。電話回線は１回線

とする。受託者は、委託者が指定する電話からの電話転送受入れを可能とすること。 

 （１１）医療相談窓口の受付時間外には、あらかじめ録音した受付時間外である旨を案内

する専用の音声アナウンスを流す機能を有すること。また、受付時間内において、電

話での応答が出来ない時にはその旨のアナウンスを流す機能を有すること。 
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 （１２）相談受付した電話対応については、音声記録として全て録音し、受付日から１年

間保管すること。なお、委託者の求めに応じて常時提供できるようにすること。 

 （１３）受託者は次回の契約において受託者の変更が見込まれているときは、委託者が行

う業務引継ぎに協力すること。また、後任の受託者が、現場の確認及び引継ぎを希望

した場合、業務に支障がない限り、これに協力するものとする。なお、これらに要す

る費用は本契約金額に含むものとする。 

 （１４）委託者は、相談窓口を運営する上で、本委託業務が円滑に遂行できるように必要

な事項を協議する必要があると認める場合、協議の場を設けることができることとす

る。 

 （１５）委託者は、本契約の履行が確実になされているかなどを確認するために必要があ

ると認める場合、受託者のコールセンター及び本社において実地検査を実施すること

ができることとする。 

 （１６）上記業務のほか、相談窓口を維持運営するために必要な事項は、委託者と受託者

が協議して対応すること。 

 

１０ 業務件数（想定） 

  業務の想定件数は、以下のとおりとする。 

医療に関する相談及び苦情（医療機関案内を含む。） ４００件～４５０件／年 

 

１１ 安全衛生 

 （１）受託者は、受託者の現場管理責任者及び業務従事者に対して、労働基準法、労働安

全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険諸法令その他の本契約に適用される法令

に基づく労働者に対する法令上の責任を負い、受託者の責任で労務管理を行い、業務

従事者の労働災害について受託者の責任と費用で処理しなければならない。 

 （２）地震、火災、疫病、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により、業務の全

部又は一部が履行不能となった場合、委託者及び受託者の責任を免除する。 

 

１２ 危機管理 

  機器等の障害が発生した場合だけでなく様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生

した場合において、本業務の遂行に支障を来すことがないよう十分な対応策及び緊急時の

体制を整備すること。 

 

１３ その他の注意事項 

 （１）委託業務に必要な機器、備品等、光熱水費及び電話使用料は、全て受託者の負担と

する。 

 （２）業務従事者の交通費相当分は委託料に含むものとする。 

 （３）受託者は、契約期間終了時（契約解除による契約終了の場合を含む。）には、本業務

に関し、貸与を受けた機器、資料等を遅滞なく委託者に返還しなければならない。な

お、貸与されたものについて、損害が生じた場合は、受託者はその損害を賠償しなけ
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ればならない。受託者は、後任受託者が履行開始日から滞りなく業務を行えるよう、

委託者に協力すること。受託者は、委託者が定めた期間前に年間報告書を３部作成し、

うち１部は受託者にて保管し、２部を委託者に提出し報告を行うこと。また、委託者

からの資料等の請求には、全て応じることとする。さらに、委託者が行う後任受託者

への事前説明に必要に応じて立ち会うこと。 

（４）受託者は、その従事させる者に対して本契約の趣旨を十分に理解させ、事故の発生

を防止すること。 

 

１４ 受託者の責務 

 （１）受託者の責務において、県民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講ずること。 

 （２）受託者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況及び契

約内容の遵守状況について確認の上適宜報告すること。 

 （３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

 （４）受託者は、本契約の履行に当たり、「障害のある方への配慮マニュアル～障害を理由

とする差別を解消するための職員対応要領～（青森県）」の趣旨を踏まえ、適切な対応

を図ること。 

 （５）受託者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あら

ゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

 

１５ その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項の解釈について疑義が生じた場合

には、委託者と受託者が協議の上、定めるものとする。 


